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事 務 連 絡 

令和７年９月 18 日 

   

 日本赤十字社兵庫県支部 

  各地区分区 ご担当者 様 

   

 

                             日本赤十字社兵庫県支部 

                                  振  興 課 長 

 

「令和７年台風第 15号災害静岡県義援金」の受付開始について 

 

標記義援金について、下記のとおり受付けますのでお知らせいたします。 

ご寄付のお問合せがあった場合には、下記の口座をご案内ください。 

 

記 

 

１ 災害義援金名称  

令和７年台風第 15号災害静岡県義援金 

 

 ２ 受付期間     

    令和７年９月 10日(水)から令和７年 12月８日(月) 

 

 ３ 災害義援金受付口 

（１）静岡県支部 

    金融機関名  静岡銀行 本店営業部 

       口 座 番 号  普通預金  0138027 

              口 座 名 義  「日本
ﾆ ﾎ ﾝ

赤十字社
ｾｷｼﾞｭｳｼﾞｼｬ

静岡県
ｼｽﾞｵｶｹﾝ

支部
ｼ ﾌ ﾞ

義援
ｷ ﾞ ｴ ﾝ

金口
ｷﾝｸﾞﾁ

 支部長
ｼ ﾌ ﾞ ﾁ ｮｳ

 鈴木
ｽ ｽ ﾞ ｷ

 康
ﾔ ｽ
友
ﾄ ﾓ
」 

※静岡銀行本店・支店の窓口及びＡＴＭからの振込手数料は９月 10 日（水）より無料です。 

     ※上記以外の他銀行からの振込は振込手数料がかかります。 

  ※受領証の発行を希望する場合は、静岡県支部に下記内容を連絡してください。 

 

 

 

〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町 44-17 

日本赤十字社静岡県支部 事業推進課あて 

TEL: 054-252-8131 FAX: 054-254-5830 

 

住所、氏名（受領証の宛名）、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名 

及び支店名 



（２）本社 

ア ゆうちょ銀行・郵便局 

口座記号番号 00160-9-589052 

口座加入者名 「日赤令和７年台風第 15号災害静岡県義援金」 

口座名義略称 「日赤 R7台風第 15号義援金」 

※受領証の発行を希望する場合は、通信欄に｢受領証希望｣とご記載ください。 

※ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。 

イ メガバンク口座 

・三井住友銀行   すずらん支店  普通預金  2787540 

・三菱ＵＦＪ銀行  やまびこ支店  普通預金  2105535 

・みずほ銀行    クヌギ支店   普通預金  0620766 

※口座名義はいずれも「日本
に ほ ん

赤十字社
せきじゅうじしゃ

」 

※ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。 

※受領証の発行を希望する場合は、本社パートナーシップ推進部（電話 03-4363-

2056）に下記内容をご連絡ください。 

 

 

 

 

４ 税制上の取扱いについて 

  個人については、所得税法第 78条第２項第１号、 地方税法第 37条の２第１項第１号

及び第 314条の７第１項第１号に規定する寄附金、法人については、法人税法第 37条

第３項第１号の規定に基づく寄附金に該当します。 

 

 

５ その他 

（１）活動資金を支部へ送金いただく口座番号は、お知らせしないようにお願いします。 

（２）物品寄付については、受付けておりません。 

（３）この災害義援金は、被災地県に設置される災害義援金配分委員会を通じて被災者

の方々の生活支援に役立てられます。 

 

 

                     担当 日本赤十字社兵庫県支部 総務部 振興課 

                       TEL：078-241-8921 FAX：078-241-6990 

Email：shinko-ka8921@hyogo.jrc.or.jp 

 

住所、氏名（受領証の宛名）、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名 

及び支店名 

 


